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４月より新しい学習指導要領スタート
校 長 山内 哲

小学校では令和２年度から，中学校では令和３年度から新しい学習指導要領がスタートし

ます。学習指導要領というのは，文部科学省が定めている教育課程（教育カリキュラム）の

ことで，これをもとに教科書も作られますし，学校で行う教育内容も決まってきます。

これまでの教育と変わるのは，まずは「外国語教育（英語教育）」です。これまでは外国

語活動を５・６年生が週１時間程度行っていましたが，５・６年生は「外国語科」（週２時

間）となり教科として外国語（英語）を学習することになります。さらに３・４年生が「外

国語活動」を週１回実施します。３・４年生では，「聞くこと」「話すこと」を中心に，５・

６年生では「読むこと」「書くこと」を加えて学習することになりました。外国語（英語）

を使って自分の考えや気持ちを伝え合うことを通して「人とコミュニケーションすることが

楽しい」「英語の学習って楽しい！」という実感がもてるような授業を目指します。

次に，「プログラミング教育」が導入されます。聞きなれない言葉かもしれませんが，コ

ンピュータに意図した処理を行うよう指示することができるという体験をさせながら，プロ

グラミング的思考（自分が意図する一連の動きを実現するためには，記号をどのように組み

合わせればよいのかを考える論理的思考）を育成するものです。

三つ目は，道徳が「特別の教科 道徳」と言われるように，教科化されました。答えが一

つではない道徳的な課題を一人一人が自分自身の問題としてとらえ，異なる意見をもつ他者

と議論しながら道徳的価値を多面的・多角的に考えていきます。

目に見えて変わるのは上記の３点ですが，学習指導要領の改訂の方向性としては，「新し

い時代に必要となる資質・能力の育成」が根底にあります。今後ともよりよい学校教育の推

進にご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。

「えんぶりの日」のご協力ありがとうございました
２月１７日（月）がえんぶりの日と定められて今年

度は２年目，初めて平日となりました。本校でもえん

ぶりを見に行った子どもたちがたくさんいましたし，

市営バスの一日乗り放題となるエコパスポートを利用

した人もいたようです。実際にえんぶり組に参加し，

舞を舞った子どもたちもいます。

えんぶりの日にご協力いただきまして，ありがとう

ございました。

＜石堂えんぶり組で活躍する子どもたち＞

３日（火）臨時休業 ～２６日

※ 八戸市内全小・中学校（コロナウイルス感染防止対策のため）

１３日（金）メール配信日

１９日（木）卒業証書授与式（６年生・保護者・教職員）

※ 来賓の皆さん・在校生（１～５年生）は出席しません。

２０日（金）春分の日

２６日（木）修了式（１～５年生）・離任式（全学年）

２７日（金）春休み ～４月６日

２月１４日（金）と１９日（水）に、「６年生を送

る会」がありました。１４日は、きょうだい学級ごと

の送る会、１９日は全校朝会の時間を使った全校での

送る会でした。１年間、掃除やいなほタイムでともに

がんばった仲間との楽しいゲーム、1～5年生から6年生への感謝の言葉とプレゼント、6年生から

のお礼の言葉と雑巾の寄贈など、感謝の思いがあふれる素敵な会となりました。

本校は、今年度、校舎改修工事を行い、外壁等の補修が行われまし

た。教室や廊下の床も張り替えられ、きれいになっています。うれし

い限りなのですが、実は、問題が発生しています…。黒い靴底の場合、

床に靴底のあとが真っ黒くついてしまうのです…。そこで、これから

室内用のシューズを購入する場合、底が白またはあめ色のものにしてくださるようお

願いいたします。（「黒」でないもの）

八戸市教育委員会は、保護者及び地域の住民が学校運営に参

画できる「地域学校連携協議会」を設置し、地域住民等と学校

との協働による「開かれた学校づくり」を推進しています。

本校でも、地域関係団体代表・保護者代表・学校代表による

「下長小学校地域学校連携協議会」を設置し、年３回会議を行っています。２月に行われた

今年度３回目の会議では、保護者による各委員会の活動報告並びに来年度の取組予定を、地

域代表の方は子どもたちの学習や生活の様子を話してくださいました。


